
 

 

フロン回収破壊法（カーエアコン部分）の施行状況について 

 

 フロン回収破壊法のカーエアコン部分に関しては、昨年１０月に本格施行され、(財)

自動車リサイクル促進センターが自動車メーカー等から一元的に業務委託を受け、回収済

みフロン類の引取・破壊を行う「自動車フロン引取・破壊システム」の運営を行っている

が、一年間の施行状況は以下のとおりとなっている。 
 
１．業者登録数 

  本年４月１日時点での都道府県・政令市への業者登録数は、全国で第二種特定製品引

取業者が５９，６０６事業所、第二種フロン類回収業者が２５，８２１事業所。 
 
２．(財)自動車リサイクル促進センターの統計 

  昨年１０月から本年９月末までの一年間の(財)自動車リサイクル促進センターの引

取・破壊実績は、約３５５トンで約９１万３千台分となっている。 

 

フロン引取・破壊月次実績〔(財)自動車リサイクル促進センター集計〕 

年/月 02/10 11 12 03/1 2 3 小計   

CFC 0.8 3.3 4.5 4.7 4.7 7.3 25.3  

HFC 0.2 0.9 1.4 1.8 2 2.8 9.1  

(財)自動車リサイク

ル促進センターの引

取台数(万台) 合計 1 4.2 5.9 6.5 6.7 10.1 34.4  

破壊量 CFC 3.5 14.1 17.3 17.9 17.6 26.9 97.3  

（㌧） HFC 1 4.3 6.6 7.4 8.1 11.5 39  

  合計 4.5 18.4 23.9 25.3 25.7 38.4 136.3  

フロン券収納枚数(万枚) 11.8 10.7 10.8 9.1 10.6 16.8 69.8  

          

年/月 4  5 6 7 8 9 小計 累計 

CFC 9 6.8 6.2 6.4 5 5.4 38.8 64.2 

HFC 3.7 2.9 2.9 3.1 2.5 2.9 18.1 27.1 

(財)自動車リサイク

ル促進センターの引

取台数 

(万台) 

合計 
12.7 9.7 9.1 9.5 7.5 8.3 56.9 91.3 

破壊量 CFC 33.5 24.9 23.1 23.4 18.1 19.5 142.6 239.9 

（㌧） HFC 15.5 12.4 12.2 13 10.7 12 75.8 114.7 

  合計 49 37.3 35.3 36.4 28.8 31.5 218.4 354.6 

フロン券収納枚数(万枚) 
13.6 10.6 10.7 10.9 8.9 9.6 64.3 134.1 

資料９
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３．フロン類の回収量等の年度報告（半年分） 

 

  フロン回収破壊法において、第二種フロン類回収業者によるフロン類の回収量等につ

いては、毎年度、各登録第二種フロン類回収業者より各自治体に対して報告が行われ、

これが国に通知されて公表される制度となっているところ、今般これを集計した。 

平成１４年度については、平成１４年１０月から平成１５年３月までの半年分の集計

結果となるが、第二種フロン類回収業者の回収実績が約３８９トン（約９６万台分）で

あり、内訳としては自動車製造業者等に引渡された量約１６４トン、再利用された量約

１１３トン、平成１４年度末の保管量約１１４トンとなっている。 

 

第二種フロン類回収業者の回収量等の報告の集計結果 

（平成１４年１０月～平成１５年３月までの半年分）            

 ＣＦＣ ＨＦＣ 合計 

回収した第二種特定製品の台数 711,416台 244,543台 955,959台

回収した量 282,614kg 106,606kg 389,220kg

破壊処理のために自動車製造業者等に引き渡された量 117,346kg 46,464kg 163,810kg

再利用された量 90,604kg 22,685kg 113,290kg

 １４年度末の保管量 76,109kg 37,934kg 114,043kg

 

実績推移グラフ（引取台数） 

（
万
台
） 

実績推移グラフ（破壊量） 

（
ト
ン
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４．評価 

 

 ○平成１５年４月以降の半年間の(財)自動車リサイクル促進センターの各月の引取・破

壊実績が平均９万５千台程度で推移していることから、これを年換算すれば年間の

(財)自動車リサイクル促進センターにおける破壊台数は約１１０万台程度の水準にな

っているものと見込まれる。 

また、フロン類回収業者の年度報告（平成１４年度下期半年分）における引渡量と再

利用量との比率が約１０：７であることから、前述の月間平均引取台数９万５千台から

再利用台数を推計すれば、月あたり約６万５千台、年間で約８０万台程度と考えられ（あ

くまで一時期の実績に基づく推計であるため、参考情報であることに留意）、引取・破

壊台数と併せると年間約１９０万台程度(さらに相当程度の保管分(平成１４年度末の

保管量約１１４トンを台数換算すれば約２８万台程度)が加えられる)がフロン回収破

壊法のシステムで回収されているものと計算される。 

 

 ○年間のフロン回収破壊法の対象となる使用済自動車の台数(注)が３５０～４００万台

程度と推測されることからすれば、現状の実績はこれを相当程度下回る水準と言わざ

るを得ないものと認識されるが、昨年度フロン回収破壊法施行前に自主取組みでフロ

ン類の破壊がなされていた際の回収破壊実績が年間約１５３トンであることからすれ

ば、(財)自動車リサイクル促進センターの１年間（平成１４年１０月～平成１５年９

月）の引取破壊量の約３５５トンという水準は、この実績を大きく超える水準となっ

ている。 

（注）使用済自動車の台数(中古車輸出台数を除く)から、エアコン非装着車及び事故車等でフロンを含有しない

台数を除いた台数 

 

５．今後の対応 

 

  政府としては、関係諸団体への実施状況の点検・会員への法遵守周知の要請や説明

会・広報による周知徹底等を行うとともに、登録事業者を監督する都道府県・政令市

に対して現状を通知し、各自治体における状況把握及び対策の検討を依頼するなどの

取り組みを行ってきたところ。 

  今後とも今般の第二種フロン類回収業者からの報告を踏まえた各自治体による立入

検査等の取組をさらに要請するとともに、フロン回収破壊法の仕組みとその遵守につ

いての周知徹底活動を継続し、フロン回収破壊法を着実に施行してまいりたい。 
 
 
 



 

 
参 考 
 

１．なお、（財）自動車リサイクル促進センターへのフロン券の入金枚数の累計と引取・

破壊台数の累計には９月末時点で４０万台超の差があるものの、 

 ・このフロン券は金券的な性質を有するものであり使用済自動車の排出前にも購入する

ことが可能であること（現に相当数の引取業者が事務の便宜のため、一定量の券を事

前購入している） 

 ・また、上記のように使用済自動車の引取りから実際の破壊までには物流の観点から一

定の期間を要するものであること 

から同センターにおいて一定程度フロン類の回収・破壊費用をプールすることになる

のは必然的な仕組みとなっている（センターにおいては特別会計を設けて、他の事業と

は区分した厳格な経理を行っている）。 

   このため、フロン券の入金枚数と破壊台数を単純比較することはできないことに留意

が必要。 

 

２．フロン類がフロン類回収業者により再利用される場合には、フロン券によってセンタ

ーが収受した金銭は結果的に回収・破壊費用として使用されないこととならざるをえな

いが、この資金の扱いについては、産業構造審議会等における審議結果を踏まえ、セン

ターにおいて他の事業とは明確に区分しフロン類に関する広報活動などフロン類の大

気への排出抑制に資する事業に活用することとなっている。 
 
（注）引取業者を兼業するフロン類回収業者がフロン類の再利用を行う場合には、自動車所有者が排出する段階

で再利用されることが明白であるためフロン券を必要としない制度となっているが、再利用するフロン類回

収業者が引取業者と別の者であれば、自動車所有者が廃棄する段階では再利用にまわるかどうかが不明であ

るため、フロン券の購入が必要となる。 

 

 



プレス発表 

 

平成 15 年 12 月 3 日 

経 済 産 業 省 

 

平成 14年度のフロン回収破壊法に基づくカーエアコンからのフロン 

類の回収量等の報告の集計結果について 

（環境省同時配布） 

 

○ 今般、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」（以

下「フロン回収破壊法」という。）に基づき、第二種フロン類回収業者から都道府

県知事及び政令市の市長に対し平成１４年度分（ただし、平成１４年１０月の法施

行後の半年分）のカーエアコン（同法の第二種特定製品）からのフロン類の回収量

等が報告され、都道府県知事等より国に対し集計値が通知された。 

○ 平成１４年度の第二種特定製品から回収されたフロン類の量は約３８９トンであっ

た。 

○ 経済産業省及び環境省としては、今後ともフロン類の回収、破壊が徹底されるよ

う、都道府県・政令市による取組を要請するとともに、フロン回収破壊法の仕組み

とその遵守についての周知徹底活動を継続し、フロン回収破壊法を着実に施行して

まいりたい。 

 

１．背景 

 フロン回収破壊法が業務用冷凍空調機器について平成１４年４月から、カーエアコン

について平成１４年１０月から施行され、機器の廃棄時のフロン類の回収・破壊が義務

付けられている。フロン回収破壊法においては、第二種フロン類回収業者は毎年度、年

度終了後３月以内に、前年度に回収したフロン類の量等を都道府県知事等（政令市の市

長を含む。以下同じ。）に報告しなければならないとされており（法第３３条の規定に

より準用される同法第２２条第２項）、また、都道府県知事等はその報告に係る事項を

主務大臣（経済産業大臣及び環境大臣）に通知しなければならないこととされている

（法第３４条）。さらに、主務大臣は、この通知に関する情報を整理して、特定製品に

係るフロン類の回収及び破壊の状況等の情報を公表するものとするとされている（法第

７３条）。 

 今般、上記規定に基づき、第二種フロン類回収業者からの報告について都道府県知事

等から平成１４年度分の通知が初めて行われたので、その集計結果を発表するものであ

る。 

 

２．回収量等の集計結果 

 フロン回収破壊法に基づく第二種フロン類回収業者によるフロン類の回収量等の平成

１４年度分（ただし、平成１４年１０月の法施行後の半年分。以下「平成１４年度（半



年分）」という。）の集計結果は以下のとおりである。 

 

（１）フロン回収破壊法に基づきフロン類回収業者から報告のあった平成１４年度（半年

分）におけるカーエアコンからの回収台数は約９６万台、フロン類の回収量は約３８

９トンであり、フロン類の種類別に見ると、ＣＦＣ（クロロフルオロカーボン）が約

２８３トン、ＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン）が約１０７トンであった。 

 

（２）また、回収量のうち、破壊処理のために自動車製造業者等（注）に引き渡された

量が約１６４トン（約４２％）、再利用された量が約１１３トン（約２９％）、平成１

４年度末に第二種フロン類回収業者が保管していた量が約１１４トン（約２９％）で

あった。 

（注）具体的には、自動車製造業者等から委託を受けた（財）自動車リサイクル促進センター 

 

第二種フロン類回収業者の回収量等の報告の集計結果（平成１４年度半年分） 

（単位 kg） 

 ＣＦＣ ＨＦＣ 合計 

回収した第二種特定製品の台数 711,416 台 244,543 台 955,959 台

回収した量 282,614 106,606 389,220

自動車製造業者等に引き渡された量 117,346 46,464 163,810

再利用された量 90,604 22,685 113,290

 

１４年度末の保管量 76,109 37,934 114,043

 （注：小数点未満を四捨五入していることなどのため、数値の和は必ずしも合計に一致しない。） 

 

３．今後の取組 

 政府としては、関係諸団体への実施状況の点検・会員への法遵守周知の要請や説明

会・広報による周知徹底等を行うとともに、登録事業者を監督する都道府県・政令市

に対して現状を通知し、各自治体における状況把握及び対策の検討を依頼するなどの

取り組みを行ってきたところ。 

 今後とも今般の第二種フロン類回収業者からの報告を踏まえた各自治体による立入

検査等の取組を要請するとともに、フロン回収破壊法の仕組みとその遵守についての

周知徹底活動を継続し、フロン回収破壊法を着実に施行してまいりたい。 

 

（参考１）カーエアコンから廃棄時に回収されたフロン類に関し、フロン回収破壊法施行

前の自主的取組による平成１３年度１年間のフロン類の破壊量はＣＦＣ約１２９トン、

ＨＦＣが約２４トン、合計約１５３トンであった。今回の破壊処理のために自動車製

造業者等（注）に引き渡された量である約１６４トンは、半年間の実績であることを

考慮すると、平成１３年度一年間の実績に比べ大幅に増加している。 

（注）具体的には、自動車製造業者等から委託を受けた（財）自動車リサイクル促進センター 



 

（参考２）フロン回収破壊法関係条文 

第二十二条第二項  第一種フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ご

とに、毎年度、前年度において、第一種特定製品が廃棄される場合において回収した量、第四十

五条第二号ニに規定するフロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を都道

府県知事に報告しなければならない。 

第三十三条 （中略）第二十二条第一項及び第二項の規定は、第二種フロン類回収業者（中略）につい

て準用する。（以下略） 

第三十四条  都道府県知事は、前条において準用する第二十二条第二項の規定による報告を受けたと

きは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならな

い。 

第七十三条  主務大臣は、第二十二条第三項若しくは第三十四条の規定による通知又は第五十三条第

三項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定

製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。 
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参考３ フロン回収破壊法（カーエアコン関係）のシステム 

対象：冷媒用ＣＦＣ、ＨＦＣ 
 

[平成14年10月1日 本格施行]   

 
 
 
 
                                        フロン類 

                                            破壊量等 
                                                                             報告 

                                                         回収量             
                                                         等通知 
                                                                                 許可 
                                                                                                              
 

                                    今回の集計の対象  

               登録        登録  回収量等報告                           
          
 
         カーエアコン             カーエアコン 
                  使用済          使用済                    
         自動車           自動車          フロン類         フロン類 
          
          
                                       回収量            引渡量                                             
                   ３８９トン     １６４トン 
                                     (１００％)       (42％)                                
                                      保管量  
                             １１4トン            
                                                         (29%) 
                    
 
               
                    

                   
    フロン類（再利用） 再利用量１１３トン(29％)       （注）具体的には、 
                                   自動車製造業者等から委託を受けた 
                                   （財）自動車リサイクル促進センター 
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参考４　都道府県・政令市別回収量等

回収した台数 回収量
破壊のためメーカー

等に引渡した量
再利用量

14年度末
保管量

回収した台数 回収量
破壊のためメーカー

等に引渡した量
再利用量

14年度末
保管量

北海道 21,192台 9,048   kg 6,461   kg 1,947   kg 640   kg 13,030台 3,487   kg 2,238   kg 701   kg 548   kg 
　札幌市 7,538台 2,856.76kg 2,008.06kg 403.96kg 655.23kg 2,188台 924.56kg 560.40kg 177.18kg 373.00kg 
青森県 6,525台 2,494.397kg 1,167.310kg 718.340kg 608.747kg 2,448台 1,074.967kg 340.300kg 401.363kg 333.304kg 
岩手県 7,660台 8,472.6 kg 866.0 kg 4,003.8 kg 3,602.8 kg 2,206台 1,357.3 kg 164.0 kg 241.6 kg 951.7 kg 
宮城県 6,816台 3,015.23kg 1,392.28kg 668.89kg 954.06kg 2,585台 1,073.71kg 592.31kg 181.45kg 299.95kg 
　仙台市 6,341台 2,337.22kg 1,483.35kg 316.23kg 537.64kg 2,848台 960.73kg 539.43kg 127.66kg 293.64kg 
秋田県 11,938台 3,231   kg 1,847   kg 707   kg 677   kg 4,943台 1,536   kg 698   kg 445   kg 393   kg 
山形県 14,019台 4,102.8 kg 787.5 kg 2,311.3 kg 1,003.9 kg 4,333台 1,556.6 kg 694.0 kg 437.4 kg 425.2 kg 
福島県 19,164台 5,845   kg 1,905   kg 1,900   kg 2,040   kg 5,108台 1,677   kg 569   kg 309   kg 799   kg 
茨城県 18,534台 7,018   kg 1,731   kg 4,590   kg 697   kg 5,547台 2,358   kg 1,446   kg 399   kg 513   kg 
栃木県 26,781台 7,133   kg 2,766   kg 2,928   kg 1,650   kg 5,676台 2,266   kg 1,214   kg 374   kg 735   kg 
群馬県 21,940台 7,340   kg 5,032   kg 1,734   kg 574   kg 5,049台 2,301   kg 1,585   kg 325   kg 391   kg 
埼玉県 33,127台 19,055   kg 6,883   kg 4,841   kg 7,331   kg 13,844台 5,615   kg 3,450   kg 618   kg 1,547   kg 
　さいたま市 6,843台 2,576.36kg 1,394.86kg 668.79kg 512.71kg 1,865台 721.12kg 346.15kg 158.15kg 216.82kg 
千葉県 24,484台 15,525   kg 6,554   kg 4,427   kg 4,544   kg 8,738台 5,472   kg 1,808   kg 1,671   kg 1,993   kg 
　千葉市 1,619台 880.3 kg 214.2 kg 302.3 kg 363.8 kg 647台 418.7 kg 4.4 kg 227.0 kg 187.3 kg 
東京都 24,300台 8,853   kg 6,111   kg 706   kg 2,036   kg 7,240台 3,166   kg 1,543   kg 447   kg 1,176   kg 
神奈川県 14,740台 7,007.54kg 2,779.05kg 2,346.19kg 1,882.3 kg 4,567台 3,660.81kg 795.5 kg 1,426.08kg 1,439.23kg 
　横浜市 14,490台 5,274.0 kg 4,251.2 kg 275.0 kg 614.6 kg 5,002台 1,992.3 kg 1,658.4 kg 43.5 kg 298.4 kg 
　川崎市 2,853台 719.3 kg 589.6 kg 129.7 kg 161.5 kg 1,042台 332.8 kg 214.0 kg 118.8 kg 153.4 kg 
新潟県 16,210台 12,225.02kg 1,727.90kg 6,540.02kg 3,957.10kg 5,647台 4,586.80kg 576.31kg 635.87kg 3,374.62kg 
富山県 10,110台 3,156.896kg 1,690.47kg 1,090.051kg 376.375kg 3,248台 1,304.94kg 673.46kg 423.56kg 207.92kg 
石川県 7,541台 2,634   kg 1,396   kg 517   kg 721   kg 2,522台 930   kg 569   kg 52   kg 308   kg 
福井県 5,007台 1,717   kg 586   kg 591   kg 540   kg 1,982台 785   kg 241   kg 274   kg 270   kg 
山梨県 5,573台 2,119.92kg 1,306.94kg 538.39kg 274.59kg 2,672台 1,132.672kg 379.140kg 512.620kg 240.912kg 
長野県 17,782台 5,693.17kg 2,357.09kg 2,374.82kg 961.26kg 4,453台 2,033.71kg 1,147.37kg 428.63kg 457.7 kg 
岐阜県 13,041台 4,636   kg 1,109   kg 1,898   kg 1,629   kg 4,609台 2,059   kg 514   kg 759   kg 786   kg 
静岡県 27,584台 9,084.5 kg 2,102.3 kg 4,918.5 kg 2,063.7 kg 9,769台 3,803.9 kg 1,459.4 kg 1,230.5 kg 1,114.0 kg 
愛知県 32,815台 10,949.379kg 5,669.51kg 2,825.20kg 2,454.669kg 13,230台 5,081.872kg 2,831.399kg 1,008.36kg 1,242.113kg 
　名古屋市 5,866台 2,914.85kg 1,281.80kg 853.06kg 779.99kg 2,249台 1,753.80kg 454.05kg 934.16kg 365.59kg 
三重県 10,405台 3,194.23kg 1,430.76kg 1,072.44kg 691.03kg 3,766台 1,390.78kg 680.90kg 307.95kg 401.93kg 
滋賀県 5,487台 2,167.6 kg 660.3 kg 557.0 kg 950.3 kg 2,062台 962.6 kg 282.4 kg 207.9 kg 472.3 kg 
京都府 9,505台 3,310.3 kg 1,573.3 kg 1,091.7 kg 645.3 kg 2,916台 1,194.0 kg 464.2 kg 430.2 kg 299.6 kg 
　京都市 6,365台 3,117.754kg 1,107.614kg 1,482.050kg 528.090kg 1,837台 856.532kg 398.162kg 185.250kg 273.120kg 
大阪府 22,262台 8,572   kg 5,738   kg 1,688   kg 1,146   kg 8,108台 3,479   kg 2,605   kg 246   kg 628   kg 
　大阪市 3,934台 1,614.735kg 989.720kg 399.745kg 225.270kg 1,921台 914.640kg 557.660kg 207.250kg 149.730kg 
兵庫県 25,232台 15,356   kg 3,492   kg 4,383   kg 7,481   kg 8,708台 6,851   kg 1,655   kg 560   kg 4,636   kg 
　神戸市 6,671台 2,259.49kg 1,394.21kg 521.81kg 343.47kg 2,772台 1,111.11kg 872.97kg 38.59kg 199.55kg 
奈良県 7,171台 3,025.918kg 882.655kg 1,192.649kg 950.614kg 2,147台 992.130kg 261.461kg 243.860kg 486.809kg 
和歌山県 6,926台 3,314   kg 1,172   kg 1,368   kg 774   kg 2,010台 967   kg 421   kg 294   kg 252   kg 
鳥取県 6,779台 1,906.79kg 1,105.75kg 362.72kg 438.33kg 3,238台 948.78kg 591.23kg 164.18kg 193.37kg 
島根県 5,450台 2,139.743kg 909.396kg 338.319kg 894.028kg 2,124台 811.272kg 182.314kg 360.194kg 272.764kg 
岡山県 17,018台 4,705   kg 1,796   kg 1,530   kg 1,379   kg 5,077台 1,580   kg 574   kg 409   kg 597   kg 
広島県 18,012台 5,713.398kg 1,362.46kg 3,225.245kg 1,125.693kg 6,806台 2,340.466kg 809.754kg 731.874kg 798.838kg 
　広島市 7,118台 3,259.647kg 1,344.122kg 799.685kg 1,115.84kg 3,311台 1,699.867kg 564.327kg 485.67kg 649.87kg 
山口県 6,625台 2,747.8 kg 1,273.4 kg 715.9 kg 746.5 kg 3,090台 1,398.6 kg 649.8 kg 212.2 kg 537.6 kg 
徳島県 5,585台 1,826.3 kg 547.4 kg 829.2 kg 449.7 kg 1,570台 553.1 kg 174.9 kg 129.1 kg 249.1 kg 
香川県 7,122台 2,565   kg 549   kg 846   kg 1,170   kg 2,453台 924   kg 268   kg 203   kg 453   kg 
愛媛県 7,869台 2,917.2 kg 819.0 kg 1,081.6 kg 1,016.6 kg 2,708台 1,124.0 kg 449.7 kg 144.8 kg 529.5 kg 
高知県 8,907台 1,954   kg 944   kg 658   kg 352   kg 3,893台 946   kg 328   kg 291   kg 327   kg 
福岡県 10,381台 3,941.33kg 1,863.53kg 1,073.05kg 1,004.75kg 3,253台 1,505.52kg 653.83kg 402.5 kg 449.19kg 
　福岡市 4,065台 1,642.92kg 985.26kg 261.76kg 395.9 kg 1,692台 693.67kg 450.36kg 22.16kg 221.15kg 
　北九州市 9,729台 2,428.31kg 1,965.88kg 168.29kg 294.14kg 2,892台 917.72kg 719.60kg 25.20kg 172.92kg 
佐賀県 4,781台 1,538.04kg 435.16kg 659.00kg 443.88kg 1,229台 465.26kg 134.32kg 156   kg 175.17kg 
長崎県 8,942台 3,060.5 kg 972.2 kg 1,092.2 kg 1,067.0 kg 2,761台 1,539.4 kg 263.7 kg 166.6 kg 1,118.6 kg 
熊本県 12,174台 4,132.34kg 1,841.86kg 922.51kg 2,314.29kg 3,493台 1,322.42kg 644.34kg 147.85kg 590.32kg 
大分県 11,660台 4,240.5 kg 1,785.0 kg 1,300.6 kg 1,142.9 kg 3,475台 1,284.5 kg 483.6 kg 358.6 kg 436.2 kg 
宮崎県 6,181台 2,832   kg 638   kg 1,559   kg 635   kg 2,494台 1,106   kg 536   kg 176   kg 394   kg 
鹿児島県 9,063台 3,160.69kg 1,374.04kg 981.12kg 805.53kg 2,434台 906.6 kg 348.09kg 239   kg 319.92kg 
沖縄県 7,564台 2,055   kg 943.2 kg 373.3 kg 738.8 kg 1,016台 397.2 kg 134.4 kg 52.0 kg 215.3 kg 

※政令市を含む道府県については、政令市分を除いた数字 【全国計】

CFC HFC 合計

711,416台 244,543台 955,959台 
282,614kg 106,606kg 389,220kg 
117,346kg 46,464kg 163,810kg 
90,604kg 22,685kg 113,290kg 
76,109kg 37,934kg 114,043kg 

CFC HFC

　１４年度末の保管量

回収した第二種特定製品の台数
回収した量
　破壊処理のために自動車製造業者等に引き渡された量
　再利用された量



 

（参考５）初期充填量に対する推計回収率・破壊率について 

 

平成14年度下半期におけるカーエアコンからのフロン類の回収量・破壊量について、地

球環境への負荷という観点から初期充填量と比較した場合の推計回収率・破壊率は以下の

とおりである。 

 

 

平成14年度（半年分）フロン類の初期充填量に対する推計回収率・破壊率 

                                   

(参考)法施行前の推計破壊率  

初期充填量 

 

回収量 

推計 

回収率 

 

破壊量 

推計 

破壊率 平成13年度 平成12年度 

ＣＦＣ 1,001トン 283トン 28% 117トン 12％    6％    7％ 

ＨＦＣ 357トン 107トン 30% 46トン 13％    －   － 

合計 1,358トン 389トン 29% 164トン 12％    －   － 

 

（注１）初期充填量は一台当たり充填量を700gと仮定して計算した推計値。 

 

（注２）回収量・破壊量は平成14年10月以降の半年分の報告量であるため、推計回収率・

破壊率の計算に当たっては、半年分の推定廃車台数ＣＦＣ143 万台、ＨＦＣ51 万

台を用いて以下のように計算した。 

  初期充填量＝推定廃車台数×700g 

  推計回収率（破壊率）＝回収量（破壊量）／初期充填量 

 

 

 




